
第３期鎌倉食育推進計画の体系（案）
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取り組みの柱 基本施策 指標

（1）望ましい生活リズ
ムの推進
（2）食と心身の健康づ
くりの推進
（3）日本型食生活の
推進

（1）食に関する体験の
推進
（2）鎌倉の食、日本の
食の伝統や文化の推
進
（3）家庭、学校、地域
等における共食の推
進

（1）朝食を毎日摂取する市民の
割合の増加
（2）朝食を毎日摂取する子ども・
若い世代の割合の増加
（3）主食・主菜・副菜をそろえるな
ど、栄養バランスを考えて食事を
とっている市民の割合の増加
（4）主食・主菜・副菜をそろえるな
ど、栄養バランスを考えて食事を
とっている若い世代の割合の増
加
（5）生活習慣病の予防や改善の
ために、ふだんから適正体重の
維持や減塩等に気を付けた食生
活を実践する市民の割合の増加
（6）ゆっくりよく噛んで食べる市民
の割合の増加

（1）朝食又は夕食を家族と一緒に
食べる「共食」の回数の増加
（2）農水産業体験を経験した市民
の割合の増加
（3）地域や家庭で受け継がれてき
た伝統的な料理や作法等を継承
し、伝えている市民の割合の増加
（4）地域や家庭で受け継がれてき
た伝統的な料理や作法等を継承
している若い世代の割合の増加

主な事業例

（1）生産から体の中ま

で、食の過程を知る体

験の推進

（2）地場産物の使用

の推進

（3）食をとおした地域

づくりの推進

（1）地元産（県内産を含む）食材の

使用割合の増加

（2）食育の推進に関わるボランティ

アの数の増加

（1）食に関する場づく

りの推進
（2）食育情報の発信
体制の充実

（3）食の３Rの推進

（1）食の安全性について基礎的な

知識を持ち、自ら判断することが

できる市民の割合の増加

（2）食品ロス削減のために何らか

に取り組んでいる市民の割合の増

加
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・学校における食育の推進

・保育園、幼稚園における

食育の推進

・乳幼児健診・乳幼児健康相談

等における食育の啓発

・地域食育事業、健康づくり事業、

母子食育事業等の実施

・食に関する講座の開催

・生産体験学習や食料生産

に関する学習の実施

・農業体験等の開催

・伝統的な食を取り入れた給

食の実施

・給食等を通じた共食の推進

・食育・農業体験研修会の

実施

・食育体験学習の実施

・地場産物を活用した給食の

実施

・一人暮らし高齢者の会食等

の支援

・「食」に携わる人や団体等と

の交流の推進

・環境に配慮した生活の実践

に向けた食育講座の開催

・環境教育の実施

・「鎌倉市地球温暖化対策地

域推進計画」及び「鎌倉市環

境教育推進計画」の施策の

推進

・食に携わる人や団体の交

流を図り、鎌倉の食育を推進

する体制づくりの推進
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資料２

※主な事業例の内容は

今後議論していきます。

（現在第２期のものが入っています。）

第２期から変更せずに継続とします。 基本施策及び指標は第１回会議（協議会及び食育推進会議）で議論します。


